
茨城県立中央病院臨床倫理コンサルテーションの流れ 

                                                         平成３０年１１月２６日 

                                                      令和６年３月修正 

申請者 
（医療現場） 

倫理委員会 

病院長 

（審査申請） 

必要に応じ

(提案･助言) 
臨床倫理 

ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝﾁｰﾑ 
(相談) 

臨床倫理 

・病院長直轄の組織 

・日常診療における倫理的課題等

について対応・助言 

・検討には，診療科の主治医及び

看護師長も参加、必要に応じて

他職員も参加 

(対応･助言) 

(チームメンバー) 病院長が任命する者 
・チーム長：診療部長 常樂 晃 
・副チーム長: 副院長 鏑木孝之 
      看護局長 秋山順子 
・チーム員： 

緩和ケア部長：三橋彰一 

看護師長：浅野友美 

MSW：野村千恵 

総務課長、総務課 

MSW：馬込ひろみ（申請受付担当） 


